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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トンネルダイレクトリンク設定（ＴＤＬＳ）無線ネットワークにおける通信方法におい
て、
　アクセスポイントを介して開始ステイションからピアステイションに、該開始ステイシ
ョンがサポートするアクセスカテゴリ（ＡＣ）に関するサービス品質（ＱｏＳ）能力値を
含むＴＤＬＳ設定要求メッセージを送信し、
　前記アクセスポイントを介して前記ピアステイションから前記開始ステイションに「成
功」の状態コードと、前記ピアステイションがサポートするアクセスカテゴリ（ＡＣ）に
関するサービス品質（ＱｏＳ）能力値とを含むＴＤＬＳ設定応答メッセージを送信し、
　前記ＴＤＬＳ設定応答メッセージを受信したことを確認するためのＴＤＬＳ設定確認メ
ッセージを、前記アクセスポイントを介して前記開始ステイションから前記ピアステイシ
ョンに送信することによってＴＤＬＳリンクを設定し、
　前記開始ステイション及び前記ピアステイションのうちいずれか一つである第１ステイ
ションによって、電源管理ビットを含むフレームを、前記開始ステイション及び前記ピア
ステイションのうち他の一つである第２ステイションに送信し、前記電源管理ビットは電
源節約モード（ＰＳＭ）を示す値に設定され、
　前記ＴＤＬＳリンクにとどまったまま、前記電源節約モード(ＰＳＭ)に進入し、
　前記電源節約モードにある前記第１ステイションが、前記第２ステイションから前記Ｔ
ＤＬＳリンクを介してピアトラフィック指示フレームを受信し、該ピアトラフィック指示
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フレームは少なくとも一つの空でないＡＣを示し、
　前記電源節約モードにある前記第１ステイションが、前記ＴＤＬＳリンクを介して前記
少なくとも一つの空でないＡＣ用にバッファされたトラフィックを取得するために前記第
２ステイションに対するサービス期間を開始する、ことを有し、
　前記ピアトラフィック指示フレームは、最後のサービス期間後、かつ成功したピアトラ
フィック指示フレーム間の最小間隔が終了した後に、前記第２ステイションによって送信
される、通信方法。
【請求項２】
　前記ピアトラフィック指示フレームは、前記第２ステイションから前記第１ステイショ
ンに送信されたユニキャストフレームである、請求項１に記載の通信方法。
【請求項３】
　前記第１ステイションが前記第２ステイションから通常の不定期自動電源節約配信（Ｕ
－ＡＰＳＤ）手順を用いて、前記バッファされたトラフィックを受信することをさらに有
する、請求項１に記載の通信方法。
【請求項４】
　トンネルダイレクトリンク設定（ＴＤＬＳ）無線ネットワークにおける無線通信用のス
テイションであって、
　フレームを生成及び処理するように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに接続され、前記フレームを送受信するように構成された送受信機と、
を備え、
　前記ステイションは電源節約モード（ＰＳＭ）をサポートし、
　アクセスポイントを介して開始ステイションからピアステイションに、該開始ステイシ
ョンがサポートするアクセスカテゴリ（ＡＣ）に関するサービス品質（ＱｏＳ）能力値を
含むＴＤＬＳ設定要求メッセージを送信し、
　前記アクセスポイントを介して前記ピアステイションから前記開始ステイションに「成
功」の状態コードと、前記ピアステイションがサポートするアクセスカテゴリ（ＡＣ）に
関するサービス品質（ＱｏＳ）能力値とを含むＴＤＬＳ設定応答メッセージを送信し、
　前記ＴＤＬＳ設定応答メッセージを受信したことを確認するためのＴＤＬＳ設定確認メ
ッセージを、前記アクセスポイントを介して前記開始ステイションから前記ピアステイシ
ョンに送信することによってＴＤＬＳリンクを設定し、
　前記開始ステイション及び前記ピアステイションのうちいずれか一つである第１ステイ
ションによって、電源管理ビットを含むフレームを、前記開始ステイション及び前記ピア
ステイションのうち他の一つである第２ステイションに送信し、前記電源管理ビットは前
記電源節約モードを示す値に設定され、
　前記ＴＤＬＳリンクにとどまったまま、前記電源節約モード(ＰＳＭ)に進入し、
　前記電源節約モードにある前記第１ステイションが、前記第２ステイションから前記Ｔ
ＤＬＳリンクを介してピアトラフィック指示フレームを受信し、該ピアトラフィック指示
フレームは少なくとも一つの空でないＡＣを示し、
　前記電源節約モードにある前記第１ステイションが、前記ＴＤＬＳリンクを介して前記
少なくとも一つの空でないＡＣ用にバッファされたトラフィックを取得するために前記第
２ステイションに対するサービス期間を開始する、ように構成され、
　前記ピアトラフィック指示フレームは、最後のサービス期間後、かつ成功したピアトラ
フィック指示フレーム間の最小間隔が終了した後に、前記第２ステイションによって送信
される、ステイション。
【請求項５】
　前記ピアトラフィック指示フレームは、前記第２ステイションから前記第１ステイショ
ンに送信されたユニキャストフレームである、請求項４に記載のステイション。
【請求項６】
　前記第２ステイションから通常の不定期自動電源節約配信（Ｕ－ＡＰＳＤ）手順を用い
て、前記バッファされたトラフィックを受信するように構成された請求項４に記載のステ
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イション。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＬＡＮ(Wireless Local Access Network、ＷＬＡＮ)に関し、より詳し
くは、トンネルダイレクトリンク設定(Tunneled Direct Link Setup；ＴＤＬＳ)無線ネッ
トワークにおけるピア電源節約モード(Peer Power Save Mode；ＰＰＳＭ)に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報通信技術の発展とともに多様な無線通信技術が開発されている。このうち、無線Ｌ
ＡＮ(ＷＬＡＮ)は、無線周波数技術に基づいて個人携帯用情報端末機(Personal Digital 
Assistant；ＰＤＡ)、ラップトップコンピュータ、携帯型マルチメディアプレイヤ(ＰＭ
Ｐ)などのような携帯型端末機を用いて家庭や企業または航空機などのような特定サービ
ス提供地域で無線でインターネットに接続することができるようにする技術である。
【０００３】
　最近では増加するＷＬＡＮの可用性のおかげで、ラップトップコンピュータ使用者のよ
うな携帯端末使用者は、増加された移動性を有して自分の仕事を処理することができる。
例えば、使用者が自分のラップトップコンピュータを自分の机からミーティングに参加す
るために会議室に持って行くことができて、相変らずデータを処理するために自分のロー
カル網に接続することができ、有線連結に拘らずローカル網に存在するゲートウェイや一
つ以上のモデムを介してインターネットに接続することができる。これと同様に、ビジネ
ス出張者は、共通的に自分のイメールに接続して読んでいないイメールがあるかどうかチ
ェックする、或いはイメールを読んで送るために携帯用端末機を使用する。
【０００４】
　初期の無線ＬＡＮ技術は、２.４ＧＨz周波数を使用して周波数ホッピング、帯域拡散、
赤外線通信などによって１～２Ｍｂｐｓの速度をサポートすることである。最近では無線
通信技術の発展によって直交周波数分割多重(Orthogonal frequency Division Multiplex
；ＯＦＤＭ)技術などを無線ＬＡＮに適用して最大５４Ｍｂｐｓの速度をサポートするこ
とができるようにしている。この他、ＩＥＥＥ ８０２.１１ではサービス品質(Quality o
f Service；ＱｏＳ)の向上、アクセスポイント(ＡＰ)プロトコル互換、保安強化(Securit
y Enhancement)、無線資源測定(Radio Resource Measurement)、車両環境のための無線接
続(Wireless Accessin Vehicular Environment)、迅速なローミング、メッシュネットワ
ーク、外部ネットワークとの相互作用(Inter-working with External Network)、無線ネ
ットワーク管理(Wireless Network Management)などのための無線通信技術を開発して実
用化する、或いは現在も開発中にある。
【０００５】
　ＩＥＥＥ ８０２.１１で基本サービスセット(Basic Service Set；ＢＳＳ)は、成功裏
に同期したＳＴＡの集合を表す。また、基本サービス領域(Basic Service Area；ＢＳＡ)
は、ＢＳＳを構成するメンバーを含んでいる領域をいう。ＢＳＡは、無線媒体の電波特性
に従って変えられることができるため、境界が多少不明確である。ＢＳＳは、基本的に独
立ＢＳＳ(Independent BSS；ＩＢＳＳ)とインフラストラクチャＢＳＳの二つの構成に分
類することができ、前者は、自分が含まれているネットワークを形成するものであって、
分散システム(Distribution System；ＤＳ)への接続が許容されないＢＳＳをいい、後者
は、一つ以上のアクセスポイント(ＡＰ)と分散システムなどを含むものであって、一般的
にステイション間の通信を含んだ全ての通信過程でＡＰが用いられるＢＳＳをいう。
【０００６】
　初期のＷＬＡＮ通信手順によると、インフラストラクチャＢＳＳでは非ＡＰステイショ
ン（Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ）間にデータを直接送信することを許容しないと共に、データ
の送信のためには必ずＡＰを経由することを要求した。反面、最近には無線通信の効率向
上のためにＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡ間のダイレクトリンク設定(Direct Link Setup；ＤＬＳ)
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を支援している。これによると、サービス品質(ＱｏＳ)をサポートするＢＳＳ、即ち、サ
ービス品質ステイション(ＱＳＴＡ)とサービス品質アクセスポイント(ＱＡＰ)とで構成さ
れたサービス品質基本サービスセット(ＱＢＳＳ)では、非ＡＰステイション(Ｎｏｎ－Ａ
Ｐ　ＳＴＡ)は、ダイレクトリンクを設定して、ＱＡＰを経由することなくダイレクトリ
ンクを介して直接通信することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述したように、既存のＤＬＳ設定手順は、ＢＳＳがＱＢＳＳであることを前提とする
。ＱＢＳＳではＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡとＡＰの両方がＱｏＳをサポートする。ところが、現
在商用化されている無線ＬＡＮ環境(例えば、ＩＥＥＥ ８０２.１１ａ/ｂ/ｇなどにとも
なう無線ＬＡＮ環境)では、たとえＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡがＱＳＴＡであるとしても、ＡＰ
は、ＱｏＳが支援できないレガシ(Legacy)ＡＰが大部分である。その結果、現在商用化さ
れている無線ラン環境ではＱＳＴＡであるとしてもＤＬＳサービスを用いることができな
い限界がある。
【０００８】
　トンネルダイレクトリンク設定(ＴＤＬＳ)は、このような限界を克服するために新たに
提案された無線通信プロトコルである。ＴＤＬＳは、ＱｏＳを支援しないが、現在商用化
されたＩＥＥＥ ８０２.１１ａ/ｂ/ｇなどの無線ＬＡＮ環境でもＱＳＴＡがダイレクトリ
ンクが設定できるようにするものである。従って、ＴＤＬＳは、レガシＡＰが管理するＢ
ＳＳでもＱＳＴＡがダイレクトリンクが設定できるようにするための全ての手順を規定す
る。また、以下、ＴＤＬＳ手順をサポートする無線ネットワークをＴＤＬＳ無線ネットワ
ークという。
【０００９】
　一方、ＢＳＳを構成するＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡは、二つの電源管理モード、即ち、アクテ
ィブモード(ＡＭ)及び電源節約モード(Power Save Mode；ＰＳＭ)のうち一つのモードで
動作する。Ｎｏｎ-ＡＰ ＳＴＡは、使用者に帰属される携帯用装置であることが一般的で
あるため、電源が效率的に管理できるようにＰＳＭをサポートすることは必然的であると
いうことができる。この場合、ＰＳＭで動作するＳＴＡにもデータや管理フレームなどが
送信されることができるようにすべきであり、これは前記ＳＴＡが他のＮｏｎ-ＡＰ ＳＴ
Ａ(以下、「ピア(Peer)ＳＴＡ」という)とダイレクトリンクを設定している場合にも同様
である。このために、既存の無線通信ネットワークではＱＡＰがＰＳＭで動作するＱＳＴ
Ａのために一時的にデータをバッファリングし、また、バッファリングされたデータをＱ
ＳＴＡに送信する手順に関して規定している。
【００１０】
　Ｎｏｎ-ＡＰ ＳＴＡがＰＳＭで動作することを許容して、また、ＰＳＭで動作するＮｏ
ｎ-ＡＰ ＳＴＡにフレームの送信が保障できるようにする無線通信プロトコルは、ＴＤＬ
Ｓ無線ネットワークでも必要である。但し、ＴＤＬＳ無線ネットワークではＡＰがＱｏＳ
を支援しないレガシＡＰであるため、ＱＡＰを前提とし、また、ＱＡＰがＰＳＭで動作す
るＳＴＡのためにデータをバッファリングするようにし、また、バッファリングされてい
るフレームの送信のためにＱＡＰとＰＳＭで動作するＳＴＡ間の通信手順を規律する無線
通信プロトコルは、ＴＤＬＳ無線ネットワークでそのまま適用されることができない。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、ＴＤＬＳ無線ネットワークでもＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡがＰＳＭ
で動作することを支援して、また、ＴＤＬＳリンクのピアＳＴＡがＰＳＭで動作するＳＴ
Ａのためにバッファリングしているデータなどの送信が保障できるＳＴＡの動作手順、Ｔ
ＤＬＳ無線ネットワークにおける通信手順、及びこれをサポートする装置を提供すること
である。
【００１２】
　本発明の他の目的は、ＴＤＬＳ無線ネットワークでＰＳＭで動作するＮｏｎ-ＡＰ ＳＴ
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Ａが既設定されたダイレクトリンクを介してフレームを受信することができるようにする
ためのＳＴＡの動作手順、ＴＤＬＳ無線ネットワークにおける通信手順、及びこれをサポ
ートする装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記の課題を解決するために、本発明の実施例では、ピア電源節約モード(Peer Power 
Save Mode；ＰＰＳＭ)に関して新たに定義する。ＰＰＳＭは、ＴＤＬＳをサポートするＳ
ＴＡ(Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ)によって使えられることができる。ＴＤＬＳ無線ネットワー
クのＰＰＳＭ下でＴＤＬＳリンクを設定している一対のＳＴＡは、各々二つのうちいずれ
か一つのモードで動作し、その一つはＰＰＳＭクライアントモードであり、他の一つはＰ
ＰＳＭ ＡＰモードである。
【００１４】
　ＴＤＬＳリンクの相手方、即ち、ピアＳＴＡがＰＰＳＭ ＡＰモードをサポートする端
末である場合、該当ＳＴＡは、前記ＴＤＬＳリンクにそのままとどまりながらＰＰＳＭク
ライアントモードに進入することができる。ここでＳＴＡが「ＴＤＬＳリンクにそのまま
とどまる」ということは、前記ＳＴＡがＴＤＬＳリンクを介したフレームの受信を中止さ
せないでＰＳＭモードに進入することを意味する。従って、ＰＰＳＭクライアントモード
で動作するＳＴＡは、フレームの受信経路をＡＰ経路に変更することなくＰＳＭモードに
進入することができ、ＰＳＭからＡＭに切り替えた以後にダイレクト経路に受信経路を変
更する手続きを経ることなく、ＴＤＬＳリンクを介してピアＳＴＡがバッファリングして
いるフレームを受信することができる。
【００１５】
　ＳＴＡがＰＰＳＭクライアントモードに進入する方法は多様であり、そのうちの一つの
方法は、電源管理情報を用いることである。例えば、ＰＰＳＭクライアントモードに進入
しようとするＳＴＡは、電源管理情報がＰＳＭモードを指示する値、例えば、電源管理ビ
ットが「１」に設定されているフレームを前記ピアＳＴＡに送信してＰＳＭに進入するこ
とができる。
【００１６】
　ＳＴＡは、他のＳＴＡとのＴＤＬＳ設定手順でＰＰＳＭと関連した情報、例えば、自分
がＰＰＳＭクライアントモード、及び/または、ＰＰＳＭ ＡＰモードをサポートするか否
かなどを相手方ＳＴＡに知らせることができる。例えば、ＳＴＡは、ＴＤＬＳ設定要求フ
レーム、及び/または、ＴＤＬＳ設定応答フレームを用いて、ＰＰＳＭと関連した端末の
能力値情報を知らせることができる。より具体的に、ＴＤＬＳ設定要求フレームやＴＤＬ
Ｓ設定応答フレームでＳＴＡの能力値情報を特定するための情報要素を用いることができ
、例えば、前記情報要素は、ＱｏＳ情報要素であってもよく、または拡張能力値情報要素
であってもよい。
【００１７】
　ＰＰＳＭ ＡＰモードで動作するＳＴＡは、ＰＰＳＭクライアントモードで動作するピ
アＳＴＡのために前記ピアＳＴＡに送信されるフレームを一時的にバッファリングする。
本発明の実施例によると、ＰＰＳＭ ＡＰモードで動作するＳＴＡがバッファリングして
いるフレームをＰＰＳＭクライアントモードで動作するピアＳＴＡの送信は、原則的に既
存のＵ-ＡＰＳＤ(不定期自動電源節約配信；Unscheduled-Automatic Power Save Deliver
y)に規定されている手順に従って行われることができる。但し、ＰＰＳＭ ＡＰモードで
動作するＳＴＡもＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡであり、また、ＰＳＭで動作するピアＳＴＡにはＰ
ＰＳＭ ＡＰモードで動作するＳＴＡが送信するフレームのあるとの事実を直接前記ピア
ＳＴＡに知らせることができないため、レガシＡＰを介してこのような事実を知らせるこ
とができる新たな手順が要求される。
【００１８】
　より具体的に、所定のＡＣに該当するデータがバックログされており、また、新たなト
ラフィックが到着する以前にＰＰＳＭ指示ウィンドウの期間の間に前記ＡＣに対して何ら
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のサービス期間(ＳＰ)も発生しない場合、ＰＰＳＭ　ＡＰモードで動作するＳＴＡ(ＳＴ
Ａ　ｉｎ　ＰＰＳＭ　ＡＰモード)は、該当ＡＣでデータがバックログされているとの事
実をＡＰを介してＰＰＳＭクライアントモードで動作するＳＴＡ(ＳＴＡ　ｉｎ　ＰＰＳ
Ｍクライアントモード)に知らせる。このような事実を知らせるために、例えば、ピアト
ラフィック指示フレームが用いられることができ、前記ピアトラフィック指示フレームは
ユニキャストで送信されることができる。
【００１９】
　ピアトラフィック指示フレームは、各ＡＣ別にバックログされたデータがあるか否か、
及び/または、バックログされたデータのある場合にはその量がどのくらいであるかなど
を知らせるためのものであって、本発明の実施例で始めて定義する新たな類型のＴＤＬＳ
フレームである。このようなピアトラフィック指示フレームは、前述したバックログデー
タに関する情報以外にＰＰＳＭ指示ウィンドウ情報も共に含むことができる。前記ＰＰＳ
Ｍ指示ウィンドウ情報は、同じピアＳＴＡに連続的に送信されるピアトラフィック指示フ
レーム間の最小間隔を指示するための情報の一例であり、その名称は例示に過ぎない。従
って、ＰＰＳＭ指示ウィンドウ情報は、他の名称を使えてもよい。このようなＰＰＳＭ指
示ウィンドウ情報は、例えば、ビーコン間隔(Beacon Interval)の倍数の形態で表示され
ることができる。
【００２０】
　このように、本発明の実施形態に係るＰＰＳＭによると、ＳＴＡ ｉｎ ＰＰＳＭ ＡＰ
モードにデータがバッファリングされているとの事実をピアＳＴＡ(ＳＴＡ　ｉｎ　ＰＰ
ＳＭクライアントモード)に知らせるために、ピアトラフィック指示フレームなどのよう
なＴＤＬＳフレームをレガシＡＰを介して前記ピアＳＴＡに送信する。また、本発明の実
施例では、ＳＴＡ ｉｎ ＰＰＳＭクライアントモードにピアトラフィック指示フレームが
連続的に送信される回数を最小化するためにＰＰＳＭ指示ウィンドウ情報を用いる。
【００２１】
　また、連続的な単方向トラフィックストリームのために送信されるピアトラフィック指
示フレームの個数をリターントラフィック(return traffic)無しに縮めるために、データ
ＭＰＤＵの受信される時であるサービス間隔が発生した後、新たなサービス周期がピアＰ
ＳＭ指示ウィンドウ内で始められることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の実施例ではＴＤＬＳ無線ネットワークにおけるピア電源節約モード(ＰＰＳＭ)
を新たに定義する。ＰＰＳＭを用いると、ＴＤＬＳリンクを設定したＳＴＡは、ＴＤＬＳ
リンクとピアＳＴＡをそのまま維持することによってデータ受信経路をＡＰ経路に変更す
ることなくＰＳＭに進入することができる。また、ＳＴＡ ｉｎ ＰＰＳＭ ＡＰモードは
、ピアＳＴＡ ｉｎ ＰＳＭのためにフレームを一時的にバッファリングして、レガシＡＰ
を介してその事実を前記ピアＳＴＡに知らせて、また、バッファリングしているフレーム
を前記レガシＡＰを経由することなくバッファリングしているフレームをダイレクト経路
を介して前記ピアＳＴＡに送信することができる。従って、本発明の実施例によると、Ｔ
ＤＬＳ無線ネットワークでＳＴＡがＰＳＭで動作するのを效果的にサポートすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】ＴＤＬＳ手順と関連した媒体アクセス制御(ＭＡＣ)フレームのフォーマットを示
すブロック図である。
【図２】ＴＤＬＳフレームの類型とこれに該当する値の一例を示す図である。
【図３】ＴＤＬＳ設定手順を示すメッセージ流れ図である。
【図４】ＴＤＬＳ設定要求フレームに含まれることができる情報の一例を示す図表である
。
【図５】ＴＤＬＳ設定要求フレームとＴＤＬＳ設定応答フレームに含まれることができる
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ＱｏＳ能力値情報要素のフォーマットを示すブロック図である。
【図６】図５のＱｏＳ情報フィールドのフォーマットを示すブロック図である。
【図７】ＴＤＬＳ設定要求フレームとＴＤＬＳ設定応答フレームに含まれることができる
拡張能力値情報要素のフォーマットを示すブロック図である。
【図８】ＴＤＬＳ設定応答フレームに含まれることができる情報の一例を示す図表である
。
【図９】ＴＤＬＳ解除過程を示すメッセージ流れ図である。
【図１０】ＴＤＬＳリンクを設定したＳＴＡのうちいずれか一つのＳＴＡを電源節約モー
ドに切り替えるための過程を示すメッセージ流れ図である。
【図１１】ＴＤＬＳリンクを設定して電源節約モードで動作しているＳＴＡが電源節約モ
ードを解除してアクティブモードに切り替えるための過程を示すメッセージ流れ図である
。
【図１２】本発明の第１の実施例に従ってＴＤＬＳ経路を用いて第１のＳＴＡ(ＳＴＡ１)
が第２のＳＴＡ(ＳＴＡ２)にデータを送信する手順を示すメッセージ流れ図である。
【図１３】本発明の第２の実施例に従ってＤＬＳ経路を用いて第１のＳＴＡ(ＳＴＡ１)が
第２のＳＴＡ(ＳＴＡ２)にデータを送信する手順を示すメッセージ流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００２５】
　本発明の実施形態が適用されることができるＴＤＬＳ無線ネットワークでは、たとえレ
ガシＡＰに結合しているＮｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡであるとしても相互間にダイレクトリンク
であるＴＤＬＳリンクを設定して、また、設定されたＴＤＬＳリンクを解除することがで
きる。いずれか一つのＳＴＡが、相手方ＳＴＡとＴＤＬＳリンクを設定する、或いは解除
するためには、このための管理作用フレーム、例えば、ＴＤＬＳフレームをレガシＡＰを
介してやりとりすることができるべきである。然しながら、レガシＡＰは、二つのＮｏｎ
-ＡＰ ＳＴＡがＴＤＬＳリンクの設定に直接的に関与できない問題がない。
【００２６】
　このような問題を解決するための一つの方法は、ＴＤＬＳフレームをデータフレームの
形態にカプセル化させてレガシＡＰを経由して相手方ＳＴＡに送信するのである。これに
よると、レガシＡＰは、但し、Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ間の通信を中継する機能だけを遂行
して、ＴＤＬＳリンクの設定や管理、解除などの手順に全く関与しない。後述する本発明
の実施形態は、このようにＴＤＬＳリンクの設定、解除、及び管理のためにデータフレー
ムの形態にカプセル化されたＴＤＬＳフレームをやり取りするＴＤＬＳ無線ネットワーク
に有用に適用されることができる。
【００２７】
　ＴＤＬＳ無線ネットワークを構成する装置のうち、Ｎｏｎ-ＡＰ ＳＴＡは、ＩＥＥＥ 
８０２.１１標準の規定に従う媒体アクセス制御と無線媒体に対する物理層(Physical Lay
er)インターフェースを含む任意の装置である。Ｎｏｎ-ＡＰ ＳＴＡは、ＡＰでない無線
装置(Wireless Device)であって、各々無線送受信ユニット(Wireless Transmit/Receive 
Unit；ＷＴＲＵ)、使用者装備(User Equipment；ＵＥ)、移動局(Mobile Station；ＭＳ)
、または移動加入者ユニットなどと呼ばれることがある。
【００２８】
　Ｎｏｎ-ＡＰ ＳＴＡは、プロセッサと送受信機を含み、また、一般的に使用者インター
フェースとディスプレー手段などをさらに含むことができる。プロセッサは、無線ネット
ワークを介して送信するフレームを生成する、或いは前記無線ネットワークを介して受信
されたフレームを処理するように考案された機能ユニットであって、ステイションを制御
して使用者により入力され、また、使用者のための多様な信号処理機能を遂行する。また
、送受信機は、前記プロセッサと機能的に連結されており、ステイションのために無線ネ
ットワークを介してフレームを送受信するように考案されたユニットである。



(8) JP 4980433 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

【００２９】
　また、Ｎｏｎ-ＡＰ ＳＴＡは、後述するＴＤＬＳ無線ネットワークにおけるＰＰＳＭを
サポートする。これによると、相手方Ｎｏｎ-ＡＰ ＳＴＡとＴＤＬＳリンクを設定したＮ
ｏｎ-ＡＰ ＳＴＡは、電源管理と関連して二つのモードのうちいずれか一つのモードで動
作することができる。最初のモードは、ＰＰＳＭ ＡＰモードであって、ＳＴＡ ｉｎ Ｐ
ＰＳＭ ＡＰモードは、電源節約モードで動作しているピアＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡのために
、一時的にデータをバッファリングしており、後述したような所定のメッセージ送信手順
に従ってバッファリングしているデータをＴＤＬＳリンクを介してピアＮｏｎ-ＡＰ ＳＴ
Ａに送信する。２度目のモードは、ＰＰＳＭクライアントモードであって、ＳＴＡ ｉｎ 
ＰＰＳＭクライアントモードは、既設定されたＴＤＬＳリンクを解除することなくＰＳＭ
に進入することができる。また、ＳＴＡ ｉｎ ＰＰＳＭクライアントモードは、後述する
所定のメッセージ送信手順に従ってピアＳＴＡ ｉｎ ＰＰＳＭ ＡＰモードにバッファリ
ングされているデータをダイレクトリンクを介して受信することができる。
【００３０】
　また、ＡＰは、無線局機能を有して、また、結合された無線局のために無線媒体を経由
して分配システム(ＤＳ)に対する接続を提供する機能個体である。本発明の実施例による
と、前記ＡＰは、サービス品質(ＱｏＳ)を支援しないレガシＡＰであることがある。この
ようなＡＰは、集中制御器、基地局(ＢＳ)、ノードＢ、またはサイト制御器などの名称と
も呼ばれることがある。
【００３１】
　図１は、ＴＤＬＳ無線ネットワークで第１のＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡがレガシＡＰを経由し
て相手方Ｎｏｎ-ＡＰ ＳＴＡ(または(ピアＳＴＡ))とやり取りする媒体アクセス制御(Ｍ
ＡＣ)フレーム(以下、「ＴＤＬＳフレーム」という)のフォーマットを示すブロック図で
ある。図１を参照すると、ＴＤＬＳフレームは、ＭＡＣヘッダフィールド、論理リンク制
御(Logical Link Control；ＬＬＣ)/サブネットワーク接続プロトコル(Sub-Network Acce
ss Protocol；ＳＮＡＰ)フィールド、リモートフレーム類型フィールド、ＴＤＬＳパケッ
ト類型フィールド、情報フィールド、及びエラー訂正フィールド(Cyclic Redundancy Cod
e；ＣＲＣ)を含む。また、ＴＤＬＳフレームは、プロトコルバージョンフィールドをさら
に含むことができる。
【００３２】
　ＭＡＣヘッダフィールドにはほぼ全ての類型のフレームに共通される情報が含まれる。
例えば、ＭＡＣヘッダフィールドは、フレーム制御フィールド、持続時間/ＩＤフィール
ド、複数の住所フィールド(Address1、Address2、Address3、Address4)、シーケンス制御
フィールド、及び/または、ＱｏＳ制御フィールドなどを含むことができる。
【００３３】
　このうち、フレーム制御フィールドは、プロトコルバージョンフィールド、フレームの
機能を識別するためのタイプとサブタイプフィールド、後続する現在のＭＳＤＵやＭＭＰ
ＤＵの追加フラグメントが存在するかを指示するための追加フラグメントフィールド、再
送信されるフレームであるかを指示するためのリトライフィールド、電源節約モードで動
作するかを指示するための電源管理フィールドなどを含む。フレーム制御フィールドの電
源管理フィールドは、一連のフレーム交換を成功裏に完了した以後にＳＴＡが動作するモ
ードを指示する。例えば、電源管理フィールドが「０」に設定されると、前記フレームの
送信ＳＴＡは、アクティブモードで動作することを表すが、前記電源管理フィールドが「
１」に設定されると、送信ＳＴＡは、ピア電源節約モードで動作することを表す。
【００３４】
　また、サービス品質制御フィールドは、フレームの属するトラフィックカテゴリ(ＴＣ)
またはトラフィックストリーム(ＴＳ)とフレームタイプとサブタイプに従って変えられる
フレームに対する多様な他のサービス品質関連情報を識別するためのものである。このよ
うなサービス品質制御フィールドは、フレームのサブタイプフィールドのＱｏＳサブフィ
ールドが「１」に設定されている全てのＴＤＬＳフレームに存在することができる。各サ
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ービス品質制御フィールドは、５個のサブフィールドを含み、これらのサブフィールドの
使用例と複数の可能なレイアウトは、表１に示されている。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　次に、図１を参照すると、ＬＬＣ/ＳＮＡＰフィールドは、ＬＬＣ/ＳＮＡＰヘッダを含
む。また、リモートフレーム類型フィールドは、ＴＤＬＳフレームであることを指示する
値(例えば、「２」)に設定されることができる。プロトコルバージョンフィールドは、送
/受信メッセージのプロトコルバージョンを指示するための値に設定されることができる
。
【００３７】
　ＴＤＬＳパケット類型フィールドは、ＴＤＬＳフレームの類型を特定するための値に設
定される。ＴＤＬＳフレームの類型とこれに該当する値の一例は、図２に示されている。
図２を参照すると、ＴＤＬＳフレームにはＴＤＬＳ設定要求フレーム、ＴＤＬＳ設定応答
フレーム、ＴＤＬＳ設定確認フレーム、ＴＤＬＳＲｘ切り替え要求(TDLS Rx Switch Requ
est)フレーム、ＴＤＬＳＲｘ切り替え応答(TDLS Rx Switch Response)フレームなどが含
まれる。また、本発明の実施例ではＳＴＡ ｉｎ ＰＰＳＭ ＡＰモードがＳＴＡ ｉｎ Ｐ
ＰＳＭクラアイントモードに送信するデータがバッファリングされているとの事実を知ら
せるためのフレーム類型を新たに定義し、このような新たな類型のフレームは、ピアトラ
フィック指示フレームであることがある。然しながら、前記新たな類型のフレームの名称
は、ここに限定することではなく、例えば、ＴＤＬＳトラフィック指示メッセージ(ＴＤ
ＬＳ　ＴＩＭ)フレームなどと呼ばれることもある。ピアトラフィック指示フレームの具
体的な用途に対しては後述する。
【００３８】
　また、ＴＤＬＳフレームの情報フィールドには各ＴＤＬＳフレームの類型に従って個別
的に特定される多様な情報が含まれ、含まれる情報は、各ＴＤＬＳ類型に従って差がある
。また、エラー訂正フィールド(ＣＲＣ)には該当フレームのエラー訂正のための付加情報
が含まれる。
【００３９】
　図３は、二つのＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡ(以下、単純に「ＳＴＡ」という)とレガシＡＰを含
むＴＤＬＳ無線ネットワークにおけるＴＤＬＳ設定手順を示すメッセージ流れ図である。
【００４０】
　図３を参照すると、第２のＳＴＡとダイレクトリンクを設定しようとする第１のＳＴＡ
は、ダイレクトリンクの設定を要求するためのフレーム、例えば、ＴＤＬＳ設定要求フレ
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ームをＡＰを経由して第２のＳＴＡに送信する(Ｓ１１)。ＴＤＬＳ設定要求フレームは、
図１のＴＤＬＳフレームでＴＤＬＳパケット類型フィールドがＴＤＬＳ設定要求を指示す
る値に設定されることができる。従って、段階Ｓ１１ではＴＤＬＳ設定要求がデータフレ
ームの形態にカプセル化されて送信される。従って、ＡＰは、受信されるフレームがＴＤ
ＬＳ設定要求フレームであると、これを受信ＳＴＡである第２のＳＴＡのために伝達する
機能を遂行する。
【００４１】
　図４は、ＴＤＬＳ設定要求フレームの情報フィールド(図１のＴＤＬＳフレームで情報
フィールド)に含まれる情報を示す。図４を参照すると、ＴＤＬＳ設定要求フレームの情
報フィールドは、リンク識別子情報、結合要求フレーム本体情報(Association Request F
rame Body)、ダイアログトークン情報などと第１のＳＴＡのＱｏＳ能力値情報(QoS Capab
ilities Information)を含む。また、ＴＤＬＳ設定要求フレームの情報フィールドは、能
力値情報または拡張能力値情報(Extended Capabilities Information)をさらに含むこと
もできる。
【００４２】
　図５は、ＱｏＳ能力値情報のフォーマットを示すブロック図である。ＱｏＳ能力値情報
は、これを送信する第１のＳＴＡがサポートするＱｏＳ能力値を知らせるために使用され
るものである。本発明の実施例によると、ＱｏＳ能力値情報要素は、ＰＰＳＭに進入する
第１のＳＴＡまたは第２のＳＴＡが自分のサポートするトリガ可能なアクセスカテゴリ(T
rigger-enabled Access category)、及び/または、配信可能なアクセスカテゴリ(Deliver
y-enabled Access category)をピアＱＳＴＡに知らせるために使用される。図５を参照す
ると、ＱｏＳ能力値情報は、要素ＩＤフィールド、長さＩＤフィールド、及びＱｏＳ情報
フィールドを含む。
【００４３】
　図６は、図５に示されたＱｏＳ情報フィールドのフォーマットの一例を示すブロック図
である。図６を参照すると、ＱｏＳ情報フィールドは、ＡＣ_ＶＯ Ｕ-ＡＰＳＤフラグビ
ット、ＡＣ_ＶＩ Ｕ-ＡＰＳＤフラグビット、ＡＣ_ＢＫ Ｕ-ＡＰＳＤフラグビット、ＡＣ
_ＢＥ Ｕ-ＡＰＳＤフラグビット、Ｑ-Ａｃｋビット、最大サービスピリオド長さ(Max Sp 
Length)ビット、追加データ承認(More Data Ack)ビットを含む。このようなＱｏＳ情報フ
ィールドに含まれる情報は、これを送信するＳＴＡのトリガ可能なアクセスカテゴリ、及
び/または、配信可能なアクセスカテゴリを表す。
【００４４】
　ＱｏＳ情報フィールドで任意のアクセスカテゴリに対するＵ-ＡＰＳＤフラグビットを
「１」に設定する場合、該当アクセスカテゴリ(ＡＣ)は、トリガ可能なアクセスカテゴリ
または配信可能なアクセスカテゴリに設定されるようになる。一方、ＱｏＳ情報フィール
ドで任意のアクセスカテゴリに対するＵ-ＡＰＳＤフラグビットを「０」に設定する場合
、該当アクセスカテゴリ(ＡＣ)のデータフレームは、Ｕ-ＡＰＳＤ手順でない通常的なメ
ッセージ送信手順に従って伝えられる。即ち、サービスピリオド(ＳＰ)の間に、アクティ
ブモードまたはＰＰＳＭ ＡＰモードにあるＳＴＡがＰＳ-Ｐｏｌｌと関係なくデータの送
信が許容されず、ＰＳＭまたはＰＰＳＭクライアントモードにあるＳＴＡがＰＳ-Ｐｏｌ
ｌを送った場合にのみＰＰＳＭ ＡＰモードにあるＳＴＡがデータフレームを送信する。
【００４５】
　図７は、ＴＤＬＳ設定要求フレームに含まれることができる一つの情報要素として、拡
張能力値情報要素(Extended Capabilities Information Element)のフォーマットを示す
ブロック図である。本発明の実施例によると、拡張能力値情報は、第１または第２のＳＴ
Ａがピア電源節約モードＡＰモード、及び/または、ピア電源節約クライアントモードを
サポートするかを表すためのものである。ＳＴＡがピアＰＳＭ ＡＰモード、及び/または
、ピアＰＳＡクライアントモードをサポートするか否かは、拡張能力値情報要素でないＳ
ＴＡの能力値を表すための他の情報要素(例えば、能力値情報要素や、前述したＱｏＳ能
力値情報要素)に含まれることができる。図７を参照すると、拡張能力値情報は、要素Ｉ
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Ｄフィールド、長さＩＤフィールド、及び能力値フィールドを含み、ここで能力値フィー
ルドに該当ＳＴＡがサポートするＰＰＳＭ関連モード情報が含まれる。
【００４６】
　次に、図３を参照すると、ＴＤＬＳ設定要求フレームを受信した第２のＳＴＡは、これ
に対する応答としてＴＤＬＳ設定応答フレームもＡＰを経由して第１のＳＴＡに送信する
(Ｓ１２)。この場合、ＴＤＬＳ設定応答フレームは、図１のＴＤＬＳフレームでＴＤＬＳ
パケット類型フィールドがＴＤＬＳ設定応答(TDLS Setup Response)を指示する値に設定
される。従って、ＴＤＬＳ設定応答は、データフレームの形態にカプセル化されてＡＰを
経由して第１のＳＴＡに送信される。
【００４７】
　図８は、ＴＤＬＳ設定応答フレームの情報フィールド(図１のＴＤＬＳフレームで情報
フィールド)に含まれる情報を示す。図８を参照すると、ＴＤＬＳ設定応答フレームの情
報フィールドは、リンク識別子情報、状態コード情報、結合要求フレーム本体情報、ダイ
アログトークン情報などと第１のＳＴＡのＱｏＳ能力値情報を含む。ＱｏＳ能力値情報の
フォーマットは、図４と同一であるため、これに対する説明は省略する。また、ＴＤＬＳ
設定応答フレームの情報フィールドは、ＴＤＬＳ設定応答フレームの情報フィールドと同
様に、これを送信するＳＴＡがピアＰＳＭ ＡＰモード、及び/または、ピアＰＳＭクライ
アントモードをサポートするかを指示するための情報要素、例えば、拡張能力値情報要素
をさらに含むこともできる。
【００４８】
　次に、図３を参照すると、第１のＳＴＡは、受信されたＴＤＬＳ設定応答フレームに対
するＴＤＬＳ設定確認フレームをＡＰを経由して第２のＳＴＡに送信する（Ｓ１３）。Ｔ
ＤＬＳ設定確認フレームは、図１のＴＤＬＳフレームでＴＤＬＳパケット類型フィールド
がＴＤＬＳ設定確認(TDLS Setup Confirm)を指示する値に設定されるものであって、やは
りデータフレームの形態にカプセル化されてＡＰを経由して送信される。ＴＤＬＳ設定手
順では管理作用フレームがＡＰの直接的な関与無しにデータフレームの形態にカプセル化
されて送信されるため、送信途中に損失される可能性が高い。従って、ＴＤＬＳ設定手順
ではピアＳＴＡ(第２のＳＴＡ)からのＴＤＬＳ設定応答フレームに対して、開始ＳＴＡ(
第１のＳＴＡ)がＴＤＬＳ設定確認フレームを送信するようにしている。
【００４９】
　このように、第１のＳＴＡと第２のＳＴＡとの間にＴＤＬＳ設定要求フレーム、ＴＤＬ
Ｓ設定応答フレーム、及びＴＤＬＳ設定確認フレームの交換が行われると、第１のＳＴＡ
と第２のＳＴＡとの間にＴＤＬＳリンクが設定完了される。二つのＳＴＡ間にＴＤＬＳリ
ンクが設定されると、第１のＳＴＡと第２のＳＴＡとは、ＡＰを経由せずにＴＤＬＳリン
ク経路を介してデータやその他の管理フレームなどをやり取りすることができる。もちろ
ん、第１のＳＴＡと第２のＳＴＡとはＡＰ経路を介しても通信をすることができる。
【００５０】
　また、本発明の実施例によると、ＴＤＬＳリンクを設定したいずれか一つのＳＴＡは、
ＰＳＭに進入することができる。この場合、前記ＳＴＡは、ＰＰＳＭクライアントモード
をサポートするＳＴＡであり、ピアＳＴＡは、ＰＰＳＭ ＡＰモードをサポートするＳＴ
Ａである。また、いずれか一つのＳＴＡがＰＳＭで進入しようとする場合、前記ＳＴＡは
、データ受信経路をＡＰ経路に切り替える、或いはＴＤＬＳリンクのダイレクトＲｘ経路
(Direct Rx Path)を介したデータの受信は中止するが、ＴＤＬＳリンクは、そのまま維持
することもできる。後者の場合、前記ＳＴＡは、電源管理ビットを設定したフレームをピ
アＳＴＡに送信した後にＰＰＳＭクライアントモードに進入することができる。
【００５１】
　次に、お互いにＴＤＬＳリンクを設定した第１のＳＴＡと第２のＳＴＡとを含むＴＤＬ
Ｓ無線ネットワークにおけるＴＤＬＳ解除(TDLS Tear down)手順に対して説明する。図９
は、本発明の一実施例に係るＴＤＬＳ解除過程を示すメッセージ流れ図である。
【００５２】
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　図９を参照すると、ＴＤＬＳを解除しようとするＳＴＡ、例えば、第１のＳＴＡ(ＳＴ
Ａ１)は、ＴＤＬＳ解除要求フレームをＡＰを経由して第２のＳＴＡ(ＳＴＡ２)に送信す
る(Ｓ２１)。この場合、ＴＤＬＳ解除要求フレームは、図１のＴＤＬＳフレームでＴＤＬ
Ｓパケット類型フィールドがＴＤＬＳ解除要求(TDLS Tear down Request)を指示する値に
設定されるものである。このようなＴＤＬＳ解除要求フレームもデータフレームの形態に
カプセル化されてＡＰを経由して送信される。また、ＴＤＬＳ解除要求フレームを受信し
た第２のＳＴＡは、これに対する応答としてＴＤＬＳ解除応答フレームをやはりＡＰを経
由して第１のＳＴＡに送信する(Ｓ２２)。この場合、ＴＤＬＳ解除応答フレームは、図１
のＴＤＬＳフレームでＴＤＬＳパケット類型フィールドがＴＤＬＳ解除応答を指示する値
に設定されるものである。このように、ＴＤＬＳを設定した二つのＱＳＴＡ間にＴＤＬＳ
解除要求フレームとＴＤＬＳ解除応答フレームとの交換が行われると、ＴＤＬＳ解除過程
を終了する。
【００５３】
　次に、ＴＤＬＳリンクを設定した一対のＳＴＡのうちいずれか一つのＳＴＡがＰＳＭに
進入する過程に対して説明する。ＴＤＬＳリンクを設定したＳＴＡは、データ受信経路を
ＡＰ経路に切り替えてＰＳＭに進入することもできるが、以下、データ受信経路をＴＤＬ
Ｓリンク経路にそのまま維持するＰＰＳＭに対して説明する。
【００５４】
　本発明の実施形態の適用されるＴＤＬＳ無線ネットワークではＰＰＳＭクライアントモ
ードをサポートする第１のＳＴＡは、ＴＤＬＳリンクを設定した以後にもＰＳＭで進入し
て動作することができる。また、この場合、ＴＤＬＳリンクの相手方である第２のＳＴＡ
がＰＰＳＭ ＡＰモードをサポートするＳＴＡである場合には、ＰＳＭにある第１のＳＴ
Ａへのデータ送信のためにＴＤＬＳリンク経路を使用することができる。このように、Ｔ
ＤＬＳリンクを設定しているいずれか一つのＳＴＡがＰＰＳＭクライアントモードに動作
して、また、他の一つのＳＴＡがＰＰＳＭ ＡＰモードで動作して、ＰＰＳＭ ＡＰモード
で動作するＳＴＡがＰＰＳＭクライアントモードで動作するＳＴＡのために、データをバ
ッファリングしており、所定の手順に従ってＴＤＬＳリンク経路を介してＰＰＳＭクライ
アントモードで動作するＳＴＡのためにバッファリングしているデータを送信するサービ
スをＴＤＬＳ無線ネットワークにおけるピア電源節約モード(ＰＰＳＭ)という。
【００５５】
　本発明の一実施例によると、電源節約モードに進入しようとする第１のＳＴＡは、ＴＤ
ＬＳリンクの相手方である第２のＳＴＡがＰＰＳＭ ＡＰモードをサポートする場合、ピ
アＰＳＭクライアントモードに進入することができる。第１のＳＴＡがＰＰＳＭクライア
ントモードに進入することができる方法は、多様にある。例えば、第１のＱＳＴＡは、電
源管理情報(例えば、電源管理ビット)がＰＳＭを指示する値(例えば、「１」)に設定され
たフレームを第２のＳＴＡに送信することによって、第１のＳＴＡは、ＰＰＳＭクライア
ントモードに進入することができる。この場合、前記電源管理ビットを含むフレームが第
２のＳＴＡに送信される経路には特別な制限はなく、例えば、ＴＤＬＳリンクやＡＰを経
由して送信されることができる。
【００５６】
　第２のＳＴＡのＴＤＬＳリンクの相手方、例えば、第１のＳＴＡがＰＰＳＭクラアイン
トモードで進入した場合、前記第２のＳＴＡは、前記第１のＳＴＡに送信されるデータ、
例えば、ＭＳＤＵは、ＡＰに送信せずに自分のメモリなどに一時的にバッファリングして
、所定のメッセージ送信プロトコル(例えば、Ｕ-ＡＰＳＤ手順)に従って、バッファリン
グしているデータをＴＤＬＳリンク経路を介して第１のＳＴＡに送信する。このように、
ＰＰＳＭクライアントモードで動作するＳＴＡのために送信するデータをバッファリング
して、ＴＤＬＳリンク経路を介してバッファリングされたデータを送信するＳＴＡをＰＰ
ＳＭ ＡＰモードで動作するＳＴＡという。前述したように、ＰＰＳＭ ＡＰモードをサポ
ートするＮｏｎ-ＡＰ ＳＴＡは、ＴＤＬＳ設定要求フレームまたはＴＤＬＳ設定応答フレ
ームの拡張能力値情報フィールドを使用して、自分がＰＰＳＭ ＡＰモードをサポートす
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るかどうかをＴＤＬＳリンクの相手方に知らせることができる。
【００５７】
　第２のＳＴＡのピアＳＴＡである第１のＳＴＡがピアＰＳＭクライアントモードにある
場合、第２のＳＴＡは、ピアＰＳＭ ＡＰモードで動作する、或いは自分もピアＰＳＭク
ライアントモードに進入することもできる。後者の場合、前記第２のＳＴＡは、前記ピア
ＳＴＡによって開始されたサービス期間(ＳＰ)の間に電源管理ビットが設定されているフ
レームを前記ピアＳＴＡに送信することによって、ピアＰＳＭクライアントモードに進入
することができる。ここでサービス期間(ＳＰ)は、ＡＰを介して送信されたピアトラフィ
ック指示フレームによって指示されたフレームの送信以後に始められることができる。
【００５８】
　また、ピアトラフィック指示フレームを送信するピアＰＳＭクライアントモードのＳＴ
Ａは、ピアＰＳＭ ＡＰモードに切り替え、前記ピアトラフィック指示フレームによって
開始されたサービス期間(ＳＰ)が終了される時までピアＰＳＭ ＡＰモードで動作する。
【００５９】
　このように、ＴＤＬＳリンクを設定しているいずれか一つのＳＴＡ(図３の例ではＳＴ
Ａ１)がＰＳＭで進入して、また、他のＳＴＡ(図３の例ではＳＴＡ２)がＡＭを維持する
と、前記第１のＳＴＡと第２のＳＴＡは、各々ＰＰＳＭクライアントモード及びＰＰＳＭ
 ＡＰモードの状態となる。ＴＤＬＳ無線ネットワークでＰＰＳＭクライアントモードの
状態にあるＳＴＡは、ＰＰＳＭ ＡＰモードのピアＳＴＡからＭＳＤＵ(ＭＡＣサービスデ
ータユニット)またはＭＭＰＤＵ(ＭＡＣ管理プロトコルデータユニット)を受信するため
に、次の通り動作することもできる。
【００６０】
　ａ)ＰＰＳＭクライアントモードにある第１のＳＴＡがスケジュールされないサービス
ピリオド(ＳＰ)を開始する場合、前記第２のＳＴＡは、ＰＰＳＭ ＡＰモードにあるピア
ＳＴＡにトリガフレームを送信する。もし、一つまたはその以上のアクセスカテゴリ(Ａ
Ｃ)では配信可能が支援されない場合、第１のＳＴＡは、前記第２のＳＴＡにＰＳ-Ｐｏｌ
ｌフレームを送ることによって、前記アクセスカテゴリに属するＭＳＤＵまたはＭＭＰＤ
Ｕを獲得することができる。
【００６１】
　ｂ)ＰＰＳＭクライアントモードにある第１のＳＴＡは、自分に送信されるデータフレ
ーム中からＥＯＳＰ(サービス期間終了)が「１」に設定されたデータフレームを受信する
時まで覚めている。
【００６２】
　ｃ)ＰＰＳＭクライアントモードにある第１のＳＴＡは、伝達の支援されるアクセスカ
テゴリに属しないユニキャストデータフレームまたは管理フレームで追加データサブフィ
ールドが「１」に設定されていると、追加ＰＳ-Ｐｏｌｌフレームを送信することもでき
る。ＰＰＳＭクライアントモードにある第１のＳＴＡは、伝達の支援されるアクセスカテ
ゴリに属するユニキャストデータフレームまたは管理フレームで追加データサブフィール
ドが「１」に設定されていると、追加トリガフレームを送信することもできる。
【００６３】
　図１０は、本発明の他の実施例に従って、ＴＤＬＳを設定したＳＴＡのうちいずれか一
つのＳＴＡ、例えば、第１のＳＴＡ(ＳＴＡ１)がＰＳＭに進入するための過程を示すメッ
セージ流れ図である。
【００６４】
　図１０を参照すると、ＰＳＭで進入しようとする第１のＳＴＡ(ＳＴＡ１)は、ＴＤＬＳ
Ｒｘ切り替え要求フレームをＡＰを経由して第２のＳＴＡ(ＱＳＴＡ２)に送信する(Ｓ３
１)。この場合、ＴＤＬＳＲｘ切り替え要求フレームは、図１のＴＤＬＳフレームでＴＤ
ＬＳパケット類型フィールドがＴＤＬＳＲｘ切り替え要求(TDLS Rx Switch Request)を指
示する値に設定されるものであることがある。ＴＤＬＳＲｘ切り替え要求フレームには切
り替えようとする受信経路を指示する情報、例えば、経路要素(Path Element)を含むこと
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ができる。また、この場合にも、前述した実施例と同様に、ＴＤＬＳＲｘ切り替え要求フ
レームに含まれる電源節約モードビットが「１」に設定されることができる。
【００６５】
　一般的に、ＰＳＭモードに切り替えようとするＳＴＡが送信するＴＤＬＳＲｘ切り替え
要求フレームの経路要素に設定される値は「ＡＰ経路」を表す値であることがある。この
値は、後述する本発明の実施例に従ってＳＴＡ１が電源節約モードでもＴＤＬＳリンクを
介してデータを受信しようとする場合に適用することができる。然しながら、本発明の実
施例はここに限定することではなく、電源節約モードの状態でもＴＤＬＳリンク経路を介
してデータを受信しようとする場合には前記経路要素を「ＴＤＬＳリンク経路」と設定さ
れるようにすることもできる。以下、前者の場合に対してのみ説明する。
【００６６】
　次に、ＴＤＬＳＲｘ切り替え要求フレームを受信した第２のＳＴＡは、これに対する応
答としてＴＤＬＳＲｘ切り替え応答フレームをやはりＡＰを経由して第１のＳＴＡに送信
する(Ｓ３２)。この場合、ＴＤＬＳＲｘ切り替え応答フレームは、図１のＴＤＬＳフレー
ムでＴＤＬＳパケット類型フィールドがＴＤＬＳＲｘ切り替え要求を指示する値に設定さ
れるものであることがある。また、ＴＤＬＳＲｘ切り替え応答フレームにも経路要素が含
まれることができる。
【００６７】
　このように、ＴＤＬＳを設定した二つのＳＴＡ間にＴＤＬＳＲｘ切り替え要求フレーム
とＴＤＬＳＲｘ切り替え応答フレームの交換が行われると、第１のＳＴＡは、電源節約モ
ードに進入することができる(Ｓ３３)。
【００６８】
　次に、本発明の実施例に適用されることができる手順であって、ＴＤＬＳリンクを設定
したＳＴＡのうちいずれか一つがＰＳＭ(電源節約モード)でアクティブモード(Active Mo
de)に切り替える過程に対して説明する。図１１は、ＴＤＬＳを設定したＳＴＡがＰＳＭ
モードでアクティブモードに切り替えるための過程を示すメッセージ流れ図である。
【００６９】
　図１１を参照すると、電源節約モードでアクティブモードに切り替えようとする第１の
ＳＴＡ(ＳＴＡ１)は、まず、自分の電源管理モードを電源節約モードでアクティブモード
に切り替える(Ｓ４１)。次に、第１のＳＴＡ(ＳＴＡ１)は、ＴＤＬＳＲｘ切り替え要求フ
レームをＡＰを経由して第２のＳＴＡ(ＳＴＡ２)に送信する(Ｓ４２)。この場合、ＴＤＬ
ＳＲｘ切り替え要求フレームは、図１のＴＤＬＳフレームでＴＤＬＳパケット類型フィー
ルドがＴＤＬＳＲｘ切り替え要求を指示する値に設定されるものであることがある。また
、ＴＤＬＳＲｘ切り替え要求フレームの経路要素に設定される値は、一般的に「ＴＤＬＳ
リンク経路」を表す値が含まれるが、ここに限定することではない。
【００７０】
　次に、ＴＤＬＳＲｘ切り替え要求フレームを受信した第２のＳＴＡは、これに対する応
答としてＴＤＬＳＲｘ切り替え応答フレームをやはりＡＰを経由して第１のＳＴＡに送信
する(Ｓ４３)。この場合、ＴＤＬＳＲｘ切り替え応答フレームは、図１のＴＤＬＳフレー
ムでＴＤＬＳパケット類型フィールドがＴＤＬＳＲｘ切り替え応答を指示する値に設定さ
れるものであることがある。また、ＴＤＬＳＲｘ切り替え応答フレームにも経路要素を含
むことができる。
【００７１】
　次に、本発明の一実施例に従ってＰＰＳＭ ＡＰモードの第１のＳＴＡがＰＰＳＭクラ
イアントモードの第２のＳＴＡにＴＤＬＳリンク経路を介してデータを送信する手順を説
明する。本発明の実施例によると、ＴＤＬＳ　ＴＩＭブロードキャストフレームを用い、
このようなフレームの名称は例示に過ぎず、本実施例がここに限定することではない。例
えば、前記フレームの名称は、ピアトラフィック指示(Peer Traffic Indication)フレー
ムであってもよい。
【００７２】
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　図１２は、本発明の第１の実施例に従ってＴＤＬＳ無線ネットワークでＴＤＬＳリンク
を設定している第１のＳＴＡ(ＳＴＡ１)がピアＳＴＡである第２のＳＴＡ(ＳＴＡ２)にＴ
ＤＬＳリンク経路を介してデータを送信する手順を示すメッセージ流れ図である。本実施
例では第２のＳＴＡが現在ＰＰＳＭクライアントモードに動作していると仮定する。前述
した第２のＳＴＡは、電源管理ビットが「１」に設定されたフレームを第１のＳＴＡに送
信することによってＰＰＳＭクライアントモードに進入することができる。また、第１の
ＳＴＡは、ＡＭを維持しながらＰＰＳＭ ＡＰモードで動作する、或いはＰＳＭモードに
進入することもできる。以下、前者の場合に対してのみ説明する。
【００７３】
　まず、第１のＳＴＡは、第２のＳＴＡに送信するデータのあるとの事実を知らせるため
のトラフィックバッファリング指示メッセージ(Traffic Buffering Indication Message)
を第２のＳＴＡに送信する(Ｓ５１)。前記トラフィックバッファリング指示メッセージの
形態は、何らの制限がない。例えば、前記トラフィックバッファリング指示メッセージは
、図２に示したように、新たな類型のＴＤＬＳ管理活動フレーム(例えば、TDLS Type Val
ue「９」を有するピアトラフィック指示フレーム、又はＴＤＬＳ　ＴＩＭ放送フレームな
どであり、その名称には特別な制限がない)である、或いは現在知られている類型のＴＤ
ＬＳ管理活動フレームにこのような情報が含められたフィールドが追加された形態であっ
てもよい。
【００７４】
　表２は、本発明の実施例に係るピアトラフィック指示フレームに含まれる情報の一例が
開示されている。ピアトラフィック指示フレームは、ピアＰＳＭクライアントモードのＳ
ＴＡのために、該当ＳＴＡ(即ち、ピアＰＳＭ　ＡＰモードのＳＴＡ)がバッファリングし
ているデータに関する情報、即ち、該当ＳＴＡの電源節約バッファ状態を指示する。この
ような電源節約バッファの状態はＡＣ別に表示されることができる。
【００７５】
【表２】

【００７６】
　表２を参照すると、ピアトラフィック指示フレームは、リンク識別子、ＡＣ別にバック
ログされたデータがあるかどうかを指示するための情報(AC0 backlogged、AC1 backlogge
d、AC2 backlogged、AC3 backlogged)、及びピアＰＳＭ指示ウィンドウを含む。
【００７７】
　また、トラフィックバッファリング指示メッセージは、他のＴＤＬＳ管理活動フレーム
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と同様に、データフレームの形態にカプセル化されてＡＰを経由して第２のＳＴＡに送信
されることができるが、これに限定することではない。例えば、第１のＳＴＡがＡＰに送
信するフレームフォーマットとＡＰが第２のＳＴＡに送信するフレームフォーマットが異
なることがある。より具体的に、後述する第２の実施例の通り、第１のＳＴＡが所定のフ
レーム形態にＡＰに第２のＳＴＡに送信するデータのあるとの事実を知らせ、また、ＡＰ
がビーコンフレームなどに含まれるトラフィック指示メッセージ(ＴＩＭ)やこれと類似の
メッセージを用いて第２のＳＴＡに第１のＳＴＡが送信するデータのあるとの事実を知ら
せることもできる。
【００７８】
　このような本発明の実施例は、電源節約モードにあるステイションにデータフレームを
送信するための既存の手順とは異なる。即ち、既存のデータフレームの送信手順によると
、第１のＳＴＡが送信するデータフレームのある場合、該当データフレームをまずＡＰに
送信した。また、ＡＰは、第２のＳＴＡに受信するデータフレームがあるとの事実をビー
コンフレームなどに含まれているＴＩＭを用いて知らせ、第２のＳＴＡは、ＡＰからデー
タを受信した。然しながら、本発明の実施例では、送信するデータフレームのある第１の
ＳＴＡは、自分が該当データフレームを直接格納しており、これをＡＰに送信しない。ま
た、ＡＰは、第２のＳＴＡに受信するデータフレームがあるとの事実を知らせ、また、デ
ータを送信することではなく、第１のＳＴＡが送信するデータフレームがあるとの事実の
みを知らせる、或いはそのような用途のＴＤＬＳフレームを伝達する(即ち、データフレ
ームの形態にカプセル化された形態にＴＤＬＳフレームを中継する)。
【００７９】
　次に、図１２を参照すると、トラフィックバッファリング指示メッセージ(例えば、ピ
アトラフィック指示フレームまたはＴＤＬＳ　ＴＩＭ放送フレーム)を受信して第１のＳ
ＴＡから受信するデータがあるとの事実を知るようになる第２のＳＴＡ(ＱＳＴＡ２)は、
該当データの送信を要求するメッセージ、即ち、フレーム送信要求メッセージを第１のＳ
ＴＡに送信する(Ｓ５２)。前記フレーム送信要求メッセージを送信する経路には特別な制
限がない。例えば、前記フレーム送信要求メッセージは、図１２に示したように、第２の
ＳＴＡがＴＤＬＳリンクを介して第１のＳＴＡに直接送信される、或いはＡＰを介して送
信されることもできる。後者の場合、前記フレーム送信要求メッセージは、他のＴＤＬＳ
フレームと同様に、データフレームの形態にカプセル化されて送信されることもできる。
【００８０】
　第２のＳＴＡが第１のＳＴＡに送信するフレーム送信要求メッセージは、例えば、トリ
ガフレームまたはＰＳ－Ｐｏｌｌ(電源節約ポール)フレームであってもよく、または、図
１２に示したように、前記フレーム送信要求メッセージは、電源管理ビットを「０」(ア
クティブモードを指示する値)に設定したナルデータフレーム(Null Data Frame)であって
もよい。また、前記フレーム送信要求メッセージには第２のＳＴＡが第１のＳＴＡからデ
ータフレームの送信を受けることを希望する送信経路に対する情報がさらに含まれる、或
いは前記フレーム送信要求メッセージの自体をＴＤＬＳリンクを介してデータフレームの
送信を受けることを所望することと予め約束しておくこともできる。
【００８１】
　このように、第２のＳＴＡからフレーム送信要求メッセージを受信した第１のＳＴＡは
、ＴＤＬＳリンクを介してバッファリングしているデータフレームを順次第２のＳＴＡに
送信する(Ｓ５３)。この場合、もし、送信するデータがさらに残っていると、第１のＳＴ
Ａは、サービス期間終了(ＥＯＳＰ)フィールドが「０」に設定されたデータフレームをＴ
ＤＬＳリンクを介して第２のＳＴＡに送信する。また、バッファリングしているデータフ
レームを全て送信した以後、またはバッファリングしているデータフレーム中から最後の
データフレームを送信する時、サービス期間終了(ＥＯＳＰ)フィールドの値を「１」に設
定したデータフレームを送信する。これは第２のＳＴＡにこれ以上追加に送信するデータ
フレームのないとの事実を知らせることによって、第２のＳＴＡが再び電源節約モードに
進入することを許容するためである。この場合、サービス期間終了(ＥＯＳＰ)フィールド
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が「１」に設定されたメッセージを受信した第２のＳＴＡは、既存の手順(図１０に示さ
れた手順)に従って、再び電源節約モードに進入する、或いは第１のＳＴＡにそのような
事実を知らせずに直ちに電源節約モードに進入する、或いは電源管理ビットが「１」に設
定されたフレームを送信した後にＰＰＳＭクライアントモードに進入することもできる。
【００８２】
　図１３は、本発明の第２の実施例に従ってＴＤＬＳ経路を介して第１のＳＴＡ(ＳＴＡ
１)が第２のＳＴＡ(ＳＴＡ２)にデータを送信する手順を示すメッセージ流れ図である。
本実施例でも、第１のＳＴＡは、ＰＰＳＭ ＡＰモードに動作して、第２のＳＴＡは、Ｐ
ＰＳＭクライアントモードに動作していると仮定する。
【００８３】
　図１３を参照すると、まず、第１のＳＴＡは、第２のＳＴＡに送信するデータのあると
の事実を知らせるためのトラフィックバッファリング指示メッセージ、例えば、ピアトラ
フィック指示フレームまたはＴＤＬＳ　ＴＩＭブロードキャストフレームをＡＰに送信す
る(Ｓ６１)。前記トラフィックバッファリング指示メッセージの形態は、何らの制限がな
い。また、トラフィックバッファリング指示メッセージは、他のＴＤＬＳ管理活動フレー
ムと同様に、データフレームの形態にカプセル化されてＡＰに送信される、或いは一般管
理活動フレームの形態に送信されることができる。
【００８４】
　また、第１のＳＴＡからトラフィックバッファリング指示メッセージを受信したＡＰは
、周期的にビーコンフレーム(Beacon frame)を送信する(Ｓ６２)。前記ビーコンフレーム
は、ＡＰで他のＳＴＡ(例えば、第１のＳＴＡ及び第２のＳＴＡなどのようにＡＰに接続
している非ＡＰ ＳＴＡ)のためにブロードキャスティングされることができる。このよう
なビーコンフレームは、例えば、ＴＩＭ間隔または配信トラフィック指示メッセージ(Ｄ
ＴＩＭ)間隔に送信されることができる。また、ＡＰは、前記ビーコンフレームと同じＤ
ＴＩＭ間隔または相異する間隔に、または前記ビーコンフレームに含ませる、或いは前記
ビーコンフレームとは別個に受信されたトラフィックバッファリング指示メッセージ(ピ
アトラフィック指示フレームまたはＴＤＬＳ　ＴＩＭブロードキャストフレーム)を送信
する(Ｓ６３)。この場合、前記トラフィックバッファリング指示メッセージは、データフ
レームの形態にカプセル化された形態がそのまま中継だけされる形態に送信されることも
できる。
【００８５】
　このような本発明の実施例は、電源節約モードにあるステイションにデータフレームを
送信するための既存の手順とは異なる。即ち、既存のデータフレームの送信手順によると
、第１のＳＴＡが送信するデータフレームのある場合、該当データフレームをまずＡＰに
送信した。また、ＡＰは、第２のＳＴＡに受信するデータフレームがあるとの事実をビー
コンフレームなどに含まれているＴＩＭを用いて知らせた。然しながら、本発明の実施例
では、送信するデータフレームのある第１のＳＴＡは、自分が該当データフレームを直接
格納しており、これをＡＰに送信しない。また、ＡＰは、第２のＳＴＡに単純に受信する
データフレームがあるとの事実を知らせることではなく、第１のＳＴＡが送信するデータ
フレームのあるとの事実を知らせる。
【００８６】
　次に、受信されるトラフィックバッファリング指示メッセージを介して第１のＳＴＡか
ら受信するメッセージがあるとの事実を知る第２のＳＴＡは、第１のＳＴＡにデータフレ
ームの送信を要求するフレーム送信要求メッセージを第１のＳＴＡに送信する(Ｓ６４)。
前記フレーム送信要求メッセージは、図示したように、第２のＳＴＡがＴＤＬＳリンクを
介して第１のＳＴＡに送信する、或いは第１のＳＴＡと第２のＳＴＡとの間に設定されて
いる送信経路がＡＰ経路である場合にはＡＰを介して送信されることもできる。後者の場
合、前記フレーム送信要求メッセージは、他のＴＤＬＳフレームと同様に、データフレー
ムの形態にカプセル化されて送信されることもできる。
【００８７】
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　第２のＳＴＡが第１のＳＴＡに送信するフレーム送信要求メッセージは、例えば、トリ
ガフレームまたは電源節約-ポールフレームであってもよい。また、前記フレーム送信要
求メッセージは、電源管理ビットを「０」(アクティブモードを指示する値)に設定したナ
ルデータフレームであってもよい。また、前記フレーム送信要求メッセージには第２のＳ
ＴＡが第１のＳＴＡからデータフレームの送信を受けることを希望する送信経路に対する
情報がさらに含まれる、或いは前記フレーム送信要求メッセージ自体をＴＤＬＳリンクを
介してデータフレームの送信を受けることを所望することと予め約束しておくこともでき
る。
【００８８】
　このように、第２のＳＴＡからフレーム送信要求メッセージを受信した第１のＳＴＡは
、ＴＤＬＳリンク経路を介してバッファリングしているデータフレームを順次第２のＳＴ
Ａに送信する(Ｓ６５)。この場合、さらに送信するデータがあると、送信されるデータフ
レームのＥＯＳＰが「０」に設定されることができる。また、実施例に応じてはバッファ
リングしているデータフレームを全て送信した以後にまたは図面に示したように、バッフ
ァリングしているデータフレーム中から最後のデータフレームを送信する時、サービス期
間終了(ＥＯＳＰ)フィールドの値を「１」に設定するようにすることもできる。これは第
２のＳＴＡにこれ以上追加に送信するデータフレームのないとの事実を知らせることによ
って、第２のＳＴＡが再び電源節約モードに進入することを許容するためである。
【００８９】
　この場合、サービス期間終了(ＥＯＳＰ)フィールドが「１」に設定されたメッセージを
受信した第２のＳＴＡは既存の手順に従って、再び電源節約モードに進入する、或いは第
１のＳＴＡにそのような事実を知らせずに電源節約モードに進入することもできる。本実
施例によると、第２のＳＴＡは、電源管理ビットを「１」(電源節約モードを指示する値)
に設定したナルデータフレームを第１のＳＴＡに送信して、電源節約モードに進入すると
の事実を第１のＳＴＡに知らせることもできる(Ｓ６６)。
【００９０】
　以上、説明した通り、本発明の実施例によると、ＰＰＳＭクライアントモードにある第
２のＳＴＡがＰＰＳＭ ＡＰモードの第１のＳＴＡからデータフレームを受けるために、
原則的に前記第１のＳＴＡと第２のＳＴＡは、各々Ｕ-ＡＰＳＤ手順に従って動作する。
例えば、第２のＳＴＡは、トリガフレームまたはＰＳ-Ｐｏｌｌフレームまたは電源管理
ビットを「０」に設定したナルデータフレームを前記第１のＳＴＡに送信する。このよう
なＰＳ-Ｐｏｌｌフレームまたはナルデータフレームは、ＰＰＳＭクライアントモードの
ＳＴＡがＴＤＬＳリンクを介して直接データを受けることを希望するということを知らせ
るデータ送信のトリガフレームとして使用される。また、このようなトリガフレームを受
信したＰＰＳＭ ＡＰモードのピアＳＴＡは、サービス期間(ＳＰ)を始めるようになる。
もし、サービス期間が既に進行中であれば、追加的にサービス期間を生成する必要はない
。
【００９１】
　このような本発明の実施例によると、トリガフレームなどを送る前に、前記ピアＳＴＡ
は、ＰＰＳＭクライアントモードのＳＴＡにトリガ可能なアクセスカテゴリを設定しなけ
ればならない。なぜなら、トリガ可能なアクセスカテゴリに設定したアクセスカテゴリ(
ＡＣ)に対してのみ、トリガフレームを該当ＡＣに送信してサービス期間を開始すること
ができるためである。
【００９２】
　サービス期間の間に、前記ピアＳＴＡ(アクティブモードにあるＳＴＡ)は、保管された
データフレームをＴＤＬＳリンクを使用してＰＰＳＭクライアントモードのＳＴＡに送信
する。この場合、ＰＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡからＰＰＳＭクライアントモードのＳＴ
Ａにデータフレームを送信する場合、追加的なＰＳ-Ｐｏｌｌを使用する必要がない。な
ぜなら、ピアＳＴＡは、ＰＰＳＭクライアントモードのＳＴＡがサービス期間の間にはア
クティブモードにあるとのことを知っているためである。従って、このような場合にはＣ
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ＳＭＡ/ＣＡ(搬送波感知多重アクセス／衝突回避)方式を使用してＰＰＳＭクライアント
モードのＳＴＡにデータフレームを送信するようになる。
【００９３】
　ピアＳＴＡがＰＰＳＭクライアントモードのＳＴＡに保管されたデータフレームの送信
を終えた後、前記ＰＰＳＭクライアントモードのＳＴＡは、再び電源節約モードに切り替
えることができる。このために、ＱｏＳ制御フィールドのＥＯＳＰビットを「１」に設定
したナルデータフレームを送信して、サービス期間が終わったとのことを知らせる。
【００９４】
　ピアＳＴＡが保管されたデータフレームがＴＤＬＳリンクを介してＰＳＭクライアント
モードのＳＴＡに伝達する時、配信可能なアクセスカテゴリが設定されていなければなら
ない。前記配信可能なアクセスカテゴリが意味するものは、次の通りである。配信可能な
アクセスカテゴリに設定されたＡＣに対して、サービス期間の間にＴＤＬＳリンクを介し
てデータの送信が可能である。もし、配信可能なアクセスカテゴリに設定されていないア
クセスカテゴリのデータの場合には、通常的なデータ送信手順(電源節約モードにおける
通常的なデータフレームの送信手順)に従ってデータフレームを送信する。これによると
、ＰＳＭのＳＴＡからＰＳ-Ｐｏｌｌフレームを受信した場合、ピアＳＴＡは、一つのデ
ータフレームを前記ＰＳＭのＳＴＡに送信する。
【００９５】
　このような本発明の実施例によると、ＰＰＳＭクライアントモードであるＳＴＡが相手
方であるＰＰＳＭ　ＡＰモードのピアＳＴＡにトリガ可能なアクセスカテゴリと配信可能
なアクセスカテゴリに関する情報を知らせる必要がある。本発明の実施例によると、この
ようなトリガ可能なアクセスカテゴリと配信可能なアクセスカテゴリに関する情報は、Ｔ
ＤＬＳ設定要求フレームとＴＤＬＳ設定応答フレームのＱｏＳ能力値情報要素に含まれる
。より具体的に、前記ＱｏＳ能力値情報要素のＱｏＳ情報フィールドにこのようなトリガ
可能なアクセスカテゴリと配信可能なアクセスカテゴリに関する情報が含まれることがで
き、ここに対しては前述したため、これに対する詳細な説明は省略する。
【００９６】
　本発明の一実施例によると、ピアＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡでピアＰＳＭクライアン
トモードのＳＴＡのためにバッファリングしているトラフィック(ＭＰＤＵ等)を処理する
手順は、ほぼ既存のＵ-ＡＰＳＤ(Unscheduled-Automatic Power Save Delivery)プロトコ
ルにともなうＡＰで処理する手順と同一である。既存のＵ-ＡＰＳＤプロトコルにともな
うＡＰにおける処理手順は、ＩＥＥＥ Ｐ８０２.１１-ＲＥＶｍａ/Ｄ９.０((Oct.2006)(R
evision of IEEE Std 802.11～1999)、“Draft Standard for Information Technology-T
elecommunications and information exchange between systems-Local and metropolita
n area networks-Specific requirements、Part 11：wireless LAN medium Access Contr
ol(MAC) and Physical Layer(PHY) specifications)に詳細に記述されており、本明細書
ではこれに対する詳細な説明は省略する。このような説明の省略は、単に記載上の便宜の
ためのことであり、前記ＩＥＥＥ Ｐ８０２.１１-ＲＥＶｍａ/Ｄ９.０(Oct.2006)文書に
記述されている内容は、本明細書にそのまま結合されることができる。
【００９７】
　但し、本発明の実施例に係るピアＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡにおける処理手順は、既
存のＵ-ＡＰＳＤプロトコルにともなうＡＰにおける処理手順と次のような点で差がある
。即ち、いずれか一つのＡＣでバックログされ、また、新たなトラフィックの到着以前に
ピアＰＳＭ指示ウィンドウの期間の間に前記ＡＣに対して一つのサービス期間も発生しな
い場合、ピアＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡは、ＡＰを介してピアＰＳＭクライアントモー
ドのＳＴＡにピアトラフィック指示フレームを送信する。前記ピアトラフィック指示フレ
ームは、バックログされているＡＣを指示する情報を含んでおり、ユニキャストフレーム
の形態にＡＰを介してピアＰＳＭクライアントモードのＳＴＡに送信されることができる
。
【００９８】
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　また、ピアＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡでバッファリングされているトラフィック(ＭＰ
ＤＵ等)と関連したピアＰＳＭクライアントモードのＳＴＡにおける手順は、ほぼ既存の
Ｕ-ＡＰＳＤ(Unscheduled-Automatic Power Save Delivery)プロトコルにともなう非ＡＰ
 ＳＴＡで処理する手順と同一である。既存のＵ-ＡＰＳＤプロトコルにともなう非ＡＰ 
ＳＴＡにおける処理手順もＩＥＥＥ Ｐ８０２.１１-ＲＥＶｍａ/Ｄ９.０((Oct.2006)(Rev
ision of IEEE Std 802.11～1999)、“Draft Standard for Information Technology-Tel
ecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan 
area networks-Specific requirements、Part 11：wireless LAN medium Access Control
(MAC) and Physical Layer(PHY) specifications)に詳細に記述されており、この文書に
記述されている内容は、本明細書にそのまま結合されることができる。
【００９９】
　但し、本発明の実施例に係るピアＰＳＭクライアントモードのＳＴＡにおける処理手順
は、既存のＵ-ＡＰＳＤプロトコルにともなう非ＡＰ ＳＴＡにおける処理手順と次のよう
な点で差がある。即ち、ピアＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡにトラフィックがバッファリン
グされているとの指示情報は、ピアＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡから受信されたピアトラ
フィック指示フレームから獲得することができる。また、回答トラフィック(Return Traf
fic)無しに連続的に送信される一方向のトラフィックストリーム(Uni-directional Traff
ic Stream)のために送信されるピアトラフィック指示フレームの数を減少させるために、
データＭＰＤＵの受信される間であるサービス間隔が発生した以後ピアＰＳＭ指示ウィン
ドウ内に新たなサービス期間が始められることができる。
【０１００】
　ピアＰＳＭクライアントモードのＳＴＡは、Ｕ-ＡＰＳＤを用いることができるように
次の二つの方法を用いてピアＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡを構成することができる。一つ
の方法は、ピアＰＳＭクライアントモードのＳＴＡは、ＴＤＬＳ設定要求フレーム、及び
/または、ＴＤＬＳ設定応答フレームに含まれるＱｏＳ能力値情報要素のＱｏＳ情報サブ
フィールドの個別的なＵ-ＡＰＳＤフラグビットを設定する方法である。他の方法は、ピ
アＰＳＭクライアントモードのＳＴＡがＡＣ毎にＡＤＤＴＳ(ＡＤＤトラフィックストリ
ーム)をピアＰＳＭ ＡＰモードのＳＴＡに送ることによって、一つまたはその以上のＡＣ
をトリガ可能(Trigger-enabled)に指定し、また、一つまたはその以上のＡＣを配信可能(
Delivery-enabled)に指定することである。
【０１０１】
　いずれか一つのＳＴＡのピアがピアＰＳＭクライアントモードにある場合、前記ＳＴＡ
は、ピアＰＳＭ ＡＰモードにある、或いは自分もピアＰＳＭクライアントモードに切り
替えることを選択することができる。後者の場合、前記ＳＴＡは、前記ピアＳＴＡによっ
て開始されたサービス期間の間にピアＰＳＭクライアントモードのＳＴＡに電源管理ビッ
トが設定されているフレームを送信することができる。(ＳＰはＡＰを介して送られたフ
レームがピアトラフィック指示フレームにより指示された後始められることができる。)
ピアトラフィック指示フレームを送信するピアＰＳＭクライアントモードのＳＴＡは、ピ
アトラフィック指示フレームにより初期化されるＳＰの終了までピアＰＳＭ ＡＰモード
に切り替えることができる。
【０１０２】
　以上、詳細に説明した本発明の実施形態は、単に本発明の技術思想を示すための例示で
あり、前記実施形態によって本発明の技術思想が限定されると解釈されてはならない。本
発明の保護範囲は、本発明の特許請求の範囲によって特定される。
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